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子育て中の女性、若者のため 
の就労支援マナー講座

　就職に有利な面接時の知識や就職後

に知っておくと便利なマナーを学びま

せんか。

とき　１月２４日、３１日、午前９時

３０分～１１時３０分（全２回）

ところ　すばるホール

対象者　市内在住で就労を希望する、

子育て中の女性または１５～３９歳までの

人

定員　２０人（申し込み先着順）　

※託児あり（定員１０人、２歳～就学前

の幼児対象）。　

受講料　無料

申し込み　１月６日～、ＮＰＯ法人

きんきうぇぶ〔(２９)００１９〕へ

問い合わせ　商工観光課（内線４８１）

チャイルドラインボランティ
ア養成講座

　市人権教育・啓発推進センターでは、

さまざまな悩みを持つ子どもからの電

話相談を受ける「チャイルドラインと

んだばやし」を開設しています。この

たび、電話相談の受け手ボランティア

を養成する同講座を開催します。

とき　２月４日～３月１１日の毎週土曜

日、午前１０時３０分～午後４時１０分（１

回９０分の講座で全１２回）　

ところ　人権文化センター

対象者　１６～７０歳の人　定員　３０人

受講料　５０００円（ボランティアをめざ

していない人でも１回単位の受講が

可、１回５００円）　※いずれも高校生、

大学生は半額。

申し込み　１月６日～、同推進セン

ター〔(２０)０２８５〕へ（申し込み先着順）

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

認知症サポーター養成講座

　認知症について正しい知識を持ち、

認知症の人や家族を温かく見守る認知

症サポーターになりませんか。

とき　２月３日、午後１時３０分～３

時

ところ　市消防本部

内容　認知症の基礎知識、認知症の人

の心の理解や接し方

について

対象者　市内在住・

在勤の人

定員　５０人（申し込

み先着順）

受講料　無料

※講座終了後、同サポーターの証とな

るオレンジリングをお渡しします。

申し込み　１月６日～２７日までに

高齢介護課（内線１８９）へ

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日、年末年始は休み）
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手話通訳者、要約筆記者の　
登録を

　本市では、聴覚障がい者および音

声・言語機能障がい者などの福祉に理

解があり、熱意のある手話通訳者、要

約筆記者を募集しています。

対象者　２０歳以上で日常生活上の必要

なことが手話通訳できる人、または要

約筆記講習会を修了した人　

※手話通訳者には、２月２６日に登録

判定試験を実施します。

申し込み　２月１０日までに障がい福

祉課（内線１９３）へ

第10回特別弔慰金の申請を
受け付けています

　戦没者などの死亡当時の遺族に特別

弔慰金が支給されます。

※支給を受けるには、３０年４月２日

までに請求手続きが必要です。対象者

など詳しくはお問い合わせください。

支給内容　額面２５万円（５年償還の記

名国債）

●すでに請求手続きが済んでいる人へ

　現在、非常に多くの申請があり、当

初の予定よりも国および都道府県にお

ける審査に時間がかかっています。国

債が届き次第、市から案内を送付しま

すので、ご理解をお願いします。

問い合わせ　地域福祉課（内線２８３）

 

水道管の更新工事にご協力を

　本市では、災害時でも安全・安心な

水道水を皆さんに届けるため、古く

なった水道管や災害時に重要な拠点と

なる病院などにつながっている水道管

を優先的に、高い耐震性能のある水道

管（耐震管）へ取り替える工事を実施

しています。

　工事中は断水や濁り水などが発生す

ることがあります。また、交通規制や

振動・騒音などでご迷惑をお掛けしま

すが、災害時に皆さんの生活を守るた

めの工事になりますのでご理解とご協

力をお願いします。

問い合わせ　水道工務課（内線２５６）

上下水道

  

高齢者の障がい者控除対象者
認定書の申請を

　６５歳以上の寝たきりや認知症の高齢

者は、身体障がい者手帳などを持って

いなくても、市の障がい者控除対象者

認定書の交付を受ければ、所得税や個

人住民税の障がい者控除が適用される

場合があります。所定の基準を満たす

人には、認定書を交付しますのでお問

い合わせください。なお、身体障がい

者手帳などの所持者は、改めて認定書

の交付を受ける必要はありません。

対象者　身体障がい者手帳などの交付

を受けていない人で、要介護認定を受

け、障がい者に準じる状態の人など

問い合わせ　高齢介護課（内線１９６）

重度障がい者訪問看護利用料
の助成制度を拡充します

　本市では、重度障がい者に対し訪問

看護利用料の一部を助成しています。

　２９年１月診療分より、指定訪問看護

ステーション１カ所あたりの負担額

が、従来の１割から１日につき５００円

（月２日限度）となります。

　なお、１カ月に複数の指定訪問看護

ステーションを利用し、支払った一部

自己負担金の合計が２５００円を超えた場

合は、超えた金額を申請により償還し

ます。

対象者　本市に住所を有し、健康保険

に加入している人で、次のいずれかに

該当する人

・身体障がい者手帳（１・２級）を持っ

ている人

・療育手帳（Ａ）を持っている人

・身体障がい者手帳（３～６級）と療

育手帳（Ｂ１）の両方を持っている人

※所得制限により該当しない場合があ

りますので、詳しくはお問い合わせく

ださい。

※利用する際には事前に福祉医療課へ

申請する必要があります。

問い合わせ　福祉医療課（内線１６３、

１６４）

福　祉
水道の使用開始・中止は必ず
届け出を

○転入や転居などで新たに水道を使用

される場合は、事前に届け出が必要で

す。また、改築や新築などの工事をさ

れる場合も臨時栓としての届け出が必

要です。なお、届け出がない場合、罰

則が適用されることがあります。

○転出などで水道を使用されない場合

は、料金の精算が必要ですので、必ず

閉栓の届け出をしてください。

○インターネットでも使用開始や中止

の手続きができます。市ウェブサイト

内の水道事業のページにある申し込み

画面に、必要事項を入力し送信してく

ださい。水道お客様センターで申し込

み内容を確認後、手続きをします。

○検針は２カ月に一度お伺いしていま

すが、メーターボックスの上に車や物

を置かないよう、また付近に犬を放し

飼いにするなど検針の支障とならない

ようご協力をお願いします。

　なお、閉栓中でも、定期的に検針を

実施していますが、メーター以降の水

道管などの維持管理は利用者に帰属す

ることから、閉栓中の漏水などについ

ては自己負担となりますのでご注意く

ださい。

問い合わせ　水道お客様センター

〔(２０)６４００〕

 

認知症介護家族の交流会

とき　１月２５日、午後１時３０分～３時

ところ　総合福祉会館

内容　体験「リラックス運動」、交流

会

対象者　市内在住で認知症の人を介護

している人（認知症の人が市内在住の

場合も可）　

定員　２０人　

参加費　無料

申し込み　１月１８日までに高齢介護

課（内線１８９）へ（申し込み多数の場合

抽選）　

※認知症の人もぜひ一緒に参加してく

ださい。

講　座
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税務署からのお知らせ

○富田林税務署の確定申告会場は「す

ばるホール」です

とき　２月１６日～３月１５日、午前

９時～午後５時（土・日曜日は除く。

ただし、２月１９日、２６日は開設し

ます）　※今年は開設日を変更してい

ますので、ご注意ください。

ところ　すばるホール　

○申告書などを提出する場合には、個

人番号（マイナンバー）の記載が必要

です

　税務署に申告書などを提出する場合

には、個人番号（マイナンバー）を記

載していただきます。

　その際に、本人確認書類の提示また

は本人確認書類の写しを申告書などに

添付する必要があります。

本人確認書類

・個人番号カード（マイナンバーカー

ド）

・通知カードと運転免許証、健康保険

証など

○年金所得者の所得税の確定申告手続

きが簡素化されています

　１年間の公的年金等の収入が４００万

円以下であり、かつ公的年金等以外の

所得金額が２０万円以下である場合は、

所得税の確定申告は必要ありません。

※ただし、この場合であっても所得税

の還付を受けるために還付申告書を提

出することはできます。

※所得税の確定申告が不要な場合で

も、住民税については別途申告が必要

となる場合があります。

問い合わせ　富田林税務署〔(２４)

３２８１〕

セルフメディケーション税制
（医療費控除の特例）が創設
されます

　３０年度（２９年分）の確定申告より、

健康の維持・増進や疾病の予防など一

定の取り組みをしている人が、スイッ

チＯＴＣ医薬品を購入した場合、その

購入費用について所得控除を受けられ

る制度が創設されます。この制度で

は、対象となる医薬品の購入金額が１

万２０００円を超える場合に、その超える

部分の金額（上限８万８０００円）につい

て、所得控除を受けることができます。

◇一定の取り組みとは　特定健康診

査、予防接種、定期健康診断、健康診

査、がん検診

◇スイッチＯＴＣ医薬品とは　医療用

医薬品として使用されていた薬が、薬

局やドラッグストアなどで店舗販売で

きる一般用医薬品に転用されたもの

◇適用期間　２９年１月１日～３３年１２

月３１日まで

※申告の際には、医薬品購入時の領収

書と一定の取り組みをしたことが分か

る書類を添付または提示する必要があ

ります。

※医療費控除とセルフメディケーショ

ン税制による控除は併用して適用する

ことはできません。

※詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　富田林税務署〔(２４)

３２８１〕

固定資産税（償却資産）の　 
申告を

　固定資産税は土地や家屋に課税され

ますが、それ以外で事業や営業のため

に所有している償却資産（構築物、機

械や装置、車両や運搬具、工具、器具、

備品など）も課税対象になります。１

月１日現在、市内に償却資産を所有し

ている法人や個人事業主は１月３１日

までに申告してください（休・廃業さ

れている場合も申告が必要です）。な

お、所有者には２８年１２月中に申告書類

を郵送していますが、届いていない場

合や事業開始などにより本市に初めて

申告される場合はご連絡ください。

問い合わせ　課税課（内線１１４、１１５）

新築された認定長期優良住宅
の固定資産税を減額します

　新築された住宅で、長期優良住宅の

認定を受け、次の全ての要件に該当す

る場合、一定期間の固定資産税が減額

されます。

該当要件（①～④全てに該当）　

①「長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律」に規定する認定長期優良住宅

②２１年６月４日～３０年３月３１日まで

に新築された住宅

③住宅部分の床面積が５０平方（戸建

て以外の貸家住宅は４０平方）以上２８０

平方以下の住宅

④住宅部分と住宅以外の部分とがある

場合は、居住部分の割合が全体の床面

積の２分の１以上ある住宅

減額期間　新築後５年間（３階建て以

上の中高層耐火住宅は７年間）

※認定長期優良住宅に対する減額措置

は、新築住宅に対する減額措置に代え

て適用されます。また、都市計画税は

減額されません。

※新築の翌年１月３１日までに、認定を

受けて新築されたことを証明する書類

を添えて、課税課へ申告してください。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１６）

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください
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デイサービスセンターかがり
の郷非常勤看護職員募集

職種　正看護師、准看護師

※勤務時間や業務内容など、詳しくは

お問い合わせください。

申し込み　１月１０日～３１日まで

に、履歴書に資格証明書の写しを添え

て、かがりの郷へ

 

成人式を迎える皆さんへ

　国民年金に加入することは成人の義

務の一つです。国民年金は日本に住ん

でいる２０歳から６０歳までの全ての人が

加入し、老後の所得保障だけでなく、

不慮の事態によって生活が不安定にな

ることのないように支え合う制度で

す。基礎年金の半分は国庫負担で賄わ

れているため、現在２０歳の人も納付し

た保険料以上の年金を受け取れます。

　さらに、賃金や物価の変動に合わせ

て年金受給額が改定されるため安心で

す。また、経済的な理由などで納める

ことが困難なときは、申請により保険

料の免除や納付を猶予することができ

る制度などもありますので、詳しくは

お問い合わせください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５３）、

天王寺年金事務所〔０６(６７７２)７５３１〕

源泉徴収票が送付されます

　老齢年金は所得税法上の雑所得とし

て課税対象になります。

　そのため、老齢年金の受給者には１

年間の年金の支払い総額などを記載し

た「源泉徴収票」が１月下旬に日本年

金機構から送付されますので、確定申

告などの際に添付してください。

　また紛失などした場合は再交付申請

をしてください。なお、障がい年金や

遺族年金などは課税対象外のため同票

は送付されません。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

募　集

国民年金

国民年金保険料の「２年前納
（口座振替）」をご利用くださ
い

　国民年金保険料の２９年４月末の口座

振替分で、割引額の大きい「２年前納」

がご利用いただけます。

　申込期限は２月末までです。詳しく

はお問い合わせください。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

 

高額医療・高額介護合算療養
費制度の申請を

　１世帯で１年間に支払った医療保険

と介護保険の自己負担額の合計額が、

同制度の自己負担限度額（下表）を超

えるときは、それぞれからその超過額

が支給（払い戻し）されます。

　該当する人には１月下旬に申請手続

きが記載されている勧奨通知を送付す

る予定です。

　通知が届いたら、それに従って申請

してください。

負担軽減の例〔夫婦２人世帯でどちら

も７０歳以上、住民税非課税（低所得Ⅱ）

の場合〕

　１世帯で１年間に医療保険で２５万

円、介護保険で２５万円を支払い、年間

の負担が５０万円の場合、世帯員全員が

住民税非課税の場合の基準額３１万円を

超えた金額の１９万円が払い戻され、実

際の年間負担額が３１万円になります。

国民健康保険

注意事項

・市国民健康保険に加入の７０歳未満の

人については、一つの医療機関（外来

は診療科ごとの場合あり）での自己負

担額が月額２万１０００円未満の場合は対

象になりません

・医療保険と介護保険の自己負担額が

いずれか０円の場合は対象になりません

・支給額（超過額）が５００円以下の場合

は対象になりません

・２７年８月～２８年７月末までの間に「市

町村を越える転居をした人」「他の医療

保険制度から国民健康保険や後期高齢

者医療制度に移行した人」には、勧奨

通知を送付できない場合があります

問い合わせ　市国民健康保険加入者は

保険年金課（内線１５０、１５１）、後期高齢

者医療制度加入者は福祉医療課（内線

１５８、１５９）または府後期高齢者医療広

域連合給付課〔０６(４７９０)２０３１〕、介護

保険分は高齢介護課（内線１７９）

 

給与支払報告書などは           
１月31日までに提出を

　事業主は、「給与支払報告書」を、給

与の支払いを受けている従業員が１月

１日に居住する市町村の住民税担当課

へ１月３１日までに提出してくださ

い。なお、今年度より総括表および同

報告書の様式が変更されていますので

旧様式は使用しないようにしてくださ

い。

問い合わせ　課税課（内線１１１、１１２）

税
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療


